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習志野市後期第２次実施計画について 
 

１ 習志野市の計画体系 

習志野市の計画体系は、まちづくりの基本理念である「文教住宅都市憲章」

を頂点として、基本構想、基本計画、実施計画から構成されています。 

習志野市基本構想は、目標年度を令和７（２０２５）年度までとし、基本計

画は、前期基本計画を平成２６（２０１４）年度～令和元（２０１９）年度、

後期基本計画を令和２（２０２０）年から令和７（２０２５）年度の各６年間

としています。 

また、社会の変化や住民ニーズに柔軟に適応するため、前期、後期のそれぞ

れ３年間ごとに、第１次、第２次の実施計画を策定することとしています。 

 

平成 26年 4月    平成 29年 4月       令和 2年 4月       令和 5年 4月     令和 8年 3月 

            

 

２ 実施計画策定の趣旨 

基本構想は、将来都市像を「未来のために ～みんながやさしさでつながる

まち～ 習志野」とし、この将来都市像を実現するため、次の３つの目標と３

つの重点プロジェクトを掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支え合い・活気あふれる 
「健康なまち」 

安全・安心 
「快適なまち」 

育み・学び・認め合う 
「心豊かなまち」 

３つの目標 

 

 

重点プロジェクト 

 

習志野市文教住宅都市憲章（昭和４５（１９７０）年議決） 

習志野市基本構想（平成２６（２０１４）年度～令和７（２０２５）年度） 

前期基本計画 

平成２６（２０１４）年度～令和元（２０１９）年度 

後期基本計画 

令和２（２０２０）年度～７（２０２５）年度 

前期第１次実施計画 

平成２６（２０１４）～２８（２０１６）年度 

前期第２次実施計画 

平成２９（２０１７）～令和元（２０１９）年度  

後期第１次実施計画 

令和２（２０２０）～４（２０２２）年度 

後期第２次実施計画 

令和５（２０２３）～７（２０２５）年度 

自立的都市経営の推進 
「公共施設の再生」「財政健全化」「協働型社会の構築」 



2 

実施計画は、基本構想の具体的な施策を表す計画である基本計画における事

業の推進を図るため、３年間の事業計画として策定するものです。 

後期第２次実施計画は、令和２（２０２０）年度から令和７（２０２５）年度

までの６年間を計画期間とする後期基本計画における事業の推進を図るため、

令和５（２０２３）年度～令和７（２０２５）年度までの３年間を計画期間とす

る事業計画として策定します。 

 

３ 実施計画の方針 

後期第２次実施計画の策定にあたっては、次の点に留意します。 

（１）基本構想および後期基本計画に掲げられた施策体系に基づき、その施策

の実現を目指した計画とします。 

（２）具体的な予算事業として掲げ、実効性のある計画とします。 

（３）各事業の内容をわかりやすくするため、年度ごとに具体的な内容を示し

ます。 

（４）後期基本計画は、国のまち・ひと・しごと創生法第１０条に基づく「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略（第２期）」と一体的な計画として策定して

いることから、本実施計画は、総合戦略のアクションプランを包含するもの

とします。 

（５）後期第２次実施計画は、本市のＳＤＧｓの推進及びその達成に向けた方

向性を定める「習志野市ＳＤＧｓ戦略」を包含するものとします。 

 

４ 予定事業費について 

各予定事業に掲載する予定事業費のうち、令和５年度は、令和５年度当初予

算額を掲載することとします。また、令和６年度、令和７年度は、策定時にお

いて今後見込まれる事業費の目安として掲載することとし、実際の事業費につ

いては、改めて各年度の予算編成時に査定を行い、確定するものです。 

今後、厳しい財政状況が見込まれることから、実施予定事業においても、事

業実施の手法検討などを行い、さらなる効率化を図り、事業の着実な実行を目

指します。 

 

５ 策定時期について 

後期第２次実施計画の策定は令和５年３月を目標とし、現在、計画案を作成

しています。今年度開催予定の令和４年度第２回習志野市長期計画審議会で計

画案をお示しします。 


